
会社情報の適時開示に係る社内体制 

 

 

情 報 開 示 

 

広  報  部 

（開 示 手 続） 

指 示             指 示 

情報管理委員会（情報開示の判定と内容・方法等を決定） 
 

経 営 責 任 者 

（機関決定事項の開示） 
 

（委員会組織）   

委 員 長： 経営責任者  （決定機関） 

委   員： 情報管理責任者（管理部門担当取締役）  １．取 締 役 会 

 情報所管担当取締役  ２．株 主 総 会 

 常任監査役（常勤）   

  広報部長、人事部長、 

総務部長、財務部長、 

リスクマネジメント部長 

  

 管理部門長   

    

 

（当社グループ内）     （当 社 内）    

                     報 告 

情報管理責任者 

（管理部門担当取締役） 

報 告 

子 会 社 等 報 告 情報管理集約部署 

（構成：管理部門長） 

報 告 関 係 所 属 長 

（情報所管代表者）   （情報所管所属長） 

  広報部長、人事部長、 

総務部長、財務部長、 

リスクマネジメント部長 

  

    

    

 

（注）１．決算・財務情報ついては、情報管理集約部署の財務部長を経由して、情報管理責任者（管理部

門担当取締役）より情報管理委員会へ報告。 

   ２．決算・財務情報を除く発生事実等の経営関連情報については、情報管理集約部署の各関係管理

部門長（広報部長、人事部長、総務部長、財務部長およびリスクマネジメント部長）を経由し

て、情報管理責任者（管理部門担当取締役）より情報管理委員会へ報告。 


